
 

平成２６年度「厚生労働科学研究委託事業（Ｈ５Ｎ１沈降インフルエンザワクチンに

おける交叉免疫性に関する研究）」に係る仕様書 

 

１．事業名 

  平成２６年度「厚生労働科学研究委託事業（Ｈ５Ｎ１沈降インフルエンザワクチンにおけ

る交叉免疫性に関する研究）」 

 

２．事業の目的 

 新型インフルエンザ等対策政府行動計画に基づき、Ｈ５Ｎ１由来の新型インフルエンザの

発生に備え、Ｈ５Ｎ１沈降インフルエンザワクチン（プレパンデミックワクチン）４種類の

ウイルス株を国家備蓄しているが、各備蓄ウイルス株の交叉免疫性に関する知見が十分に蓄

積していない状況であり、厚生労働省が、より効率的な備蓄ウイルス株を選択するための知

見を得ることを目的とする。 

 

３．事業の概要等 

(１) 平成２６年１２月８日までに、Ｈ５Ｎ１沈降インフルエンザワクチン（インドネシア株）

の接種を３週間隔で２回行う。２回目接種の６０日後から１８０日以前の間で、感染を想定

した同ワクチン（チンハイ株とベトナム株）による３回目の接種を行った後、それぞれの交

叉免疫性を確認する臨床試験を行う。 
なお、必要に応じて、同ワクチン（チンハイ株とベトナム株）の追加の臨床試験を行うこ

とができる。 
 

（２）研究の過程で、医薬品その他の何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全に直接 

係わる危険情報を得た場合には、厚生労働省健康局結核感染症課へ通報する。 

 

４．予算額 

  １課題当たり上限７８，０００千円 

 

５．実施期間 

 契約日から平成２７年３月３１日（火）までとする。 

 

６．成果物 

  研究報告書１０部（Ａ４版） 

 
７．納入期限 

   平成２７年３月３１日 

 

８．納入場所 



   東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省健康局結核感染症課 

 

９．採択基準 

 応募された研究計画について、以下の観点に基づき審査する 

ア 専門的・学術的観点 

（ア）研究の厚生労働科学分野における発展性 

（イ）研究の独創性・新規性 

（ウ）研究計画の実現性・効率性 

（エ）研究者の資質、施設の能力 

イ 行政的な観点（政策等への活用可能性） 

ウ 効率的・効果的な運営確保の観点 

エ 総合的観点 

 

１０．委託契約の締結 

本事業においては、採択された者と厚生労働省が委託契約を締結するものとする。 

 

１１．再委託について 

   再委託については、以下のとおり取り扱うこと。 

ア 契約に関する事業の全部を一括して再委託することは禁止。 
イ 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分の再委託は禁止。 
ウ 契約に関する事業の一部を再委託する場合、「再委託に関する承認申請書」が必要。 
エ 契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則、契約額の１／２未満。 
オ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 

 

１２．その他 

本仕様書について疑義が生じた場合は、厚生労働省健康局結核感染症課に照会すること。 

また、本仕様書に記載されていない事項等については、厚生労働省健康局結核感染症課と協

議の上、決定する。 


